
長
島
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

　

高
齢
者
を
介
護
す
る
上
で
、
心
や

身
体
に
大
き
な
苦
痛
を
与
え
る
「
虐

待
」
と
い
う
痛
ま
し
い
事
例
が
増
え

て
お
り
、重
大
な
人
権
侵
害
と
し
て
、

高
齢
者
を
苦
し
め
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
、
虐
待
が
起
き
て
し
ま
う
の

か
、
そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
介
護
者

の
心
労
が
あ
り
ま
す
。
介
護
は
、
長

期
間
に
わ
た
る
こ
と
が
多
く
、
家
族

だ
け
で
介
護
す
る
に
は
限
界
が
あ
り

ま
す
。
家
族
が
限
界
を
超
え
る
ま
で

抱
え
込
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
よ
う
な

事
態
に
陥
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま

す
。

　

町
で
は
、
長
島
町
高
齢
者
虐
待
防

止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
相
談

窓
口
の
設
置
や
、
高
齢
者
虐
待
防
止

の
普
及
啓
発
活
動
な
ど
を
し
て
い
ま

す
。

　

介
護
の
負
担
を
一
人
で
抱
え
込
ん

で
い
ま
せ
ん
か
。
近
所
で
虐
待
か
な

と
思
わ
れ
る
心
配
な
か
た
は
い
ま
せ

ん
か
。 介

護
は
一
人
で
悩
ま
ず
相
談
し
ま
し
ょ
う

　

介
護
の
負
担
を
軽
減
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
サ
ー
ビ
ス
や
制
度
の
利
用
が
で

き
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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平成 31年 10 月１日から消費税の軽減税率制度
が実施されます

Tax News

◎問い合わせ先
　出水税務署　☎ 0996（62）0200

　平成 31 年 10 月１日から、消費税および地方消費税の税率が８%から 10％に引き
上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

全
て
の
事
業
者

飲食料品の売上げ・仕入れの両方が
ある課税事業者のかた

飲食料品売上がなくても、飲食料
品の仕入れ（経費）がある課税事
業者のかた

免税事業者のかた

売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を
行うことや、区分記載請求書などを交付する必要があります。

仕入れ（経費）について、取引ごとの税率により区分経理を
行うなどの対応が必要となります。

　課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書などの交付
を求められる場合があります。

軽減税率（８％）の対象品目
　飲食料品とは、食品表示法に規定する食品（酒類を除く）をいい、一定の一体資産
を含みます。
　外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

　軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化など
に関する一般社会的事実を掲載する週２回以上発行されるもので、定期購読契約に基
づくものです。

飲食料品

新　　聞
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